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令和７年度 第２０回庁議要旨 

日時：令和８年１月２０日（火） 

午前９時～午前９時４０分 

会場：庁議室 

 

[審議事項]  

１ 債権管理の適正化及び市民負担の公平確保について（総務部） 

本市では、平成３０年３月、債権管理に係る統一的な基準とする石巻市債権管理基本方針を策定し、

以降、全庁的に債権の適正管理に努めてきたほか、石巻市行財政改革推進プラン２０２５に基づき、財

源の安定確保を目指して各種債権の収入率・収納率の向上に取り組んでいる。 

しかし、本市が抱える債権は、近年、増加傾向にあり、厳しい財政状況にある本市にとって、未収金

の解消は大きな課題の１つとなっており、さらに行政サービスを利用する市民間の受益と負担の公平確

保に支障が生じている。 

また、限られた人員により債権回収を適正かつ円滑に行うためには、債権管理に係るルールの厳正化

や事務効率の向上が求められている。 

石巻市債権管理条例を制定し、債権回収を強化するとともに、将来的に回収が見込まれない債権の円

滑な放棄等による事務効率の向上を目指すもの。 

 

(1) 主な内容 

    次の事項を定めた条例を制定し、各種法令等による債権回収手続の徹底や、計画的な債権回収に取

り組むなど、全庁を挙げてより一層強い姿勢で債権回収に臨み、債権管理の強化を図るほか、将来的

に回収が見込まれない債権（非強制徴収債権）の放棄等を円滑に進め、債権管理に係る事務の効率化

を図る。 

  ア 債権管理の強化に関する事項 

・ 台帳の整備 

・ 徴収計画の策定 

・ 強制執行、保全、取立て等の必要な措置の確実な実施 

イ 債権管理の事務効率の向上に関する事項 

・ 徴収停止、債務の免除の適切な実施 

・ 債権の放棄の円滑化 

 

(2) 今後の予定 

令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市債権管理条例の制定について提案 

（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

３月 石巻市債権管理条例施行規則の制定 

石巻市行財政改革推進プラン２０３０の策定 

 

 

２ 組織の見直しについて（総務部） 

 【後日公表】 
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３ 民間資金を活用した地方創生の取組を推進するための地域再生計画の策定について（復興企画部） 

地域再生法（平成１７年法律第２４号）に基づき、地方公共団体が策定し、国から認定された地域再

生計画については、計画に位置付けられた事業への地方創生応援税制（以下「企業版ふるさと納税」と

いう。）の活用が可能となっており、本市では、その活用を目的とした地域再生計画（計画名：石巻市ま

ち・ひと・しごと創生推進計画）を策定し、令和３年に国の認定を受け、その後、計画期間の延長等、

数度の計画変更を経て現在に至っている。 

地域再生計画認定以降、計画に位置付けられた事業に対する企業版ふるさと納税により、民間資金を

活用した地方創生の取組が推進されてきた。 

現在の認定地域再生計画の期限が令和８年３月３１日となっており、引き続き、地方創生の取組を民

間資金も活用しながら推進していく必要があることから、計画期間の見直しが必要となっている。 

また、現在の認定地域再生計画の内容が、第２次総合計画前期基本計画に位置付けた地方創生の取組

となっており、今般、第２次総合計画後期基本計画と一体的に人口戦略が策定されたことを踏まえ、地

域再生計画の内容についても見直しの必要が生じている。 

企業版ふるさと納税の活用による地方創生の取組を推進するため、新たな地域再生計画を策定するも

の。 

 

(1) 主な内容 

    ア 計画の名称  石巻市人口戦略計画 

イ 計画期間   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

ウ 目標（計画の概要） 

     東日本大震災や少子高齢化の影響による人口減少により、本市の人口は２０５０年には約８．

７万人まで落ち込むことが見込まれ、地域コミュニティの弱体化や経済規模の縮小が懸念されて

いることを踏まえ、①安定した雇用を創出し稼ぐまちをつくる、②絆を大切にし人が集まるまち

をつくる、③結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなうまちをつくる、④災害に強く安全安心に

暮らせる魅力的なまちをつくる、の４つの対応方針を掲げ、対応方針に基づく施策と事業の展開

により、誰もが住み続けたいと思える持続可能な地域づくりを目指すことを目標とする。 

エ 数値目標 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

（2030年度） 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の対応方針 

市の事業により創出された就業者の

５年定着率 

（企業立地指定企業、新規創業者、

水産業担い手育成支援者、農業担い

手育成支援者） ［単年］ 

企業立地：96.80％ 

新規創業：52.94％ 

水 産 業：66.70％ 

農 業：52.00％ 

企業立地：97.00％ 

新規創業：72.96％ 

水 産 業：76.90％ 

農  業：52.00％ 

人口戦略 

対応方針１ 

社会増減率［単年］ ▲0.51％ ▲0.16％ 
人口戦略 

対応方針２ 

合計特殊出生率［単年］ 1.09 1.09 
人口戦略 

対応方針３ 
15歳～49歳年度末女性人口 21,678人 20,171人 

住み続けたいと思う 

市民の割合［単年］ 
72.32％ 79.32％ 

人口戦略 

対応方針４ 地域の防災対策が推進されている

と感じる市民の割合［単年］ 
56.15％ 71.00％ 
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※第２次総合計画後期基本計画（人口戦略）に定めた重要目標達成指標（ＫＧＩ）と同様 

 

オ 事業の名称 

    人口戦略事業 

① 安定した雇用を創出し稼ぐまちをつくる事業 

② 絆を大切にし、人が集まるまちをつくる事業 

③ 結婚・妊娠・出産・子育ての希望がかなうまちをつくる事業 

④ 災害に強く安全安心に暮らせる魅力的なまちをつくる事業 

 

カ 寄附の金額の目安 

２０，０２１，５３３千円（令和８年度～令和１２年度累計） 

※令和６年度における本市の標準財政規模（４０，０４３，０６７千円）の１０％×５か年 

 

(2) 今後の予定 

   令和８年１月下旬 地域再生計画認定申請書の提出 

        ３月下旬 地域再生計画の認定 

 

 

４ 石巻市電源立地促進対策交付金事業基金の廃止について（復興企画部） 

本市では、電源立地促進対策交付金により牡鹿地区で整備した公共用施設の修繕、その他の維持補修

費用に充当することを目的に、平成１７年に、電源立地促進対策交付金の一部を積み立てた石巻市電源

立地促進対策交付金事業基金を設置し、これまで、牡鹿保健福祉センターの修繕や市道寄磯線の維持補

修に要する経費に充当するなど、基金の活用を図ってきたところであるが、令和７年度実施の牡鹿保健

福祉センター空調・換気設備改修事業への充当をもって残額がなくなる見込みとなっている。 

石巻市電源立地促進対策交付金事業基金を廃止するもの。 

 

(1) 主な内容 

    石巻市電源立地促進対策交付金事業基金を廃止する。 

 

(2) 今後の予定 

令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市電源立地促進対策交付金事業基金条例の廃止及び関

係予算案について提案（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

    ３月 石巻市電源立地促進対策交付金事業基金条例施行規則の廃止 

（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

５ 石巻市過疎地域持続的発展計画の策定について（復興企画部） 

 【後日公表】 
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６ 石巻市牡鹿地区市民バスの定期券の取扱い等の見直しについて（牡鹿総合支所、復興企画部） 

本市では、牡鹿地区の公共交通の整備を図り、市民の福祉の増進及び生活環境の向上に資するため、

「石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例（以下「条例」という。）」に基づき、「石巻市牡鹿地区市

民バス（以下「市民バス」という。）」を運行している。 

石巻市新山浜など、条例で規定する住所地の児童が鮎川小学校及び大原小学校に通学する場合、市民

バスの使用料を無料としているが、震災後、道路工事により通学路の安全確保が困難だったことから、

教育委員会からの要請により、通学利用時に限り児童の住所地に関わらず市民バスの使用料を無料とす

る特例の措置を講じてきた。この無料特例措置は、道路工事が令和７年度で完了することに伴い、終了

となる。 

令和７年１０月、教育委員会による保護者説明会で、保護者より、震災後の通学路には建物がなく、

地域住民の往来が少ないことから、児童の徒歩通学に不安が残るとして、市民バスの使用料に係る無料

特例措置終了後も、引き続き通学に市民バスを利用したい旨の要望があった。 

市民バスの定期券の発行対象について、条例に基づき、牡鹿地区に住所を有する高等学校通学者に限

定してきたことから、市民バス利用者の利便性向上のため、見直しを行う必要が生じている。 

石巻市牡鹿地区市民バスの定期券の取扱い等の見直しを行うもの。 

 

(1) 主な内容 

    ア 定期券の取扱いの見直し 

      定期券の発行対象について、牡鹿地区に住所を有する高等学校通学者に限定していた規定を廃

止する。 

また、定期券の額の算定を市内地区と同等とし、均衡を図る。なお、小学校児童の定期券の額

は２分の１の額とする。 

 

     イ 小学校通学に係る無料対象住所地の追加 

       市民バスの通学利用時の無料対象に、網地島（長渡浜及び網地浜）から鮎川小学校に通学す

る児童を追加する。 

令和８年度から 令和７年度まで 

石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例 

第６条 

３ 第１項各号の規定にかかわらず、定期乗車

券（以下「定期券」という。）により乗車す

る者の使用料は、次の各号に掲げる定期券の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) １箇月定期券 第１項に規定する使用

料に４０を乗じて得た額に１００分の５０

を乗じて得た額 

(２) ３箇月定期券 前号に規定する使用料

に３を乗じて得た額に１００分の９５を乗

じて得た額 

４ 小学校児童の定期券 第３項各号に規定す

る使用料の２分の１の額とする。 

石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例 

第６条 

３ 第１項各号の規定にかかわらず、通学定期乗

車券（以下「定期券」という。）により乗車す

る者の使用料は、次の各号に掲げる定期券の区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) １箇月定期券 第１項に規定する使用

料に４０を乗じて得た額に１００分の３０

を乗じて得た額 

(２) ３箇月定期券 第１項に規定する使用

料に１２０を乗じて得た額に１００分の３

０を乗じて得た額 

４ 前項の定期券を使用することができる者は、

牡鹿地区に住所を有する者で高等学校への通

学のために乗車するものとする。 
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(2) 今後の予定 

   令和８年１月 石巻市地域公共交通活性化協議会にて審議 

        ２月 市議会第１回定例会に石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例の一部改正に

ついて提案（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

           石巻市牡鹿地区市民バスの運行に関する条例施行規則の一部改正（施行予定年月

日：令和８年４月１日） 

 

 

７ 石巻市牡鹿クリーンセンターの名称変更について（市民生活部） 

牡鹿クリーンセンターは、平成７年９月に旧牡鹿町において宮城県電源立地地域対策交付金を活用し

て建設され、牡鹿地区における一般廃棄物の焼却と中間処理を行う施設として稼働してきたところであ

るが、稼働開始から２２年経過した平成３０年３月に、主要施設である焼却施設が老朽化を理由に稼働

を停止した後は、牡鹿クリーンセンターの一角で中間処理となる選別作業等が行われるのみとなってい

た。 

本市の解体が必要な廃棄物処理施設については、廃棄物処理施設年次解体計画を定め、計画的に解体

を行うものとしており、牡鹿クリーンセンターの焼却施設は、令和８年度から９年度にかけて解体を行

う予定となっている。 

焼却施設解体後は、牡鹿クリーンセンターの機能が中間処理を行う施設のみとなることから、本市が

所有する他の中間処理を行う施設と名称を合わせる必要が生じている。 

石巻市牡鹿クリーンセンター焼却施設の解体に伴い、施設の名称を変更するもの。 

 

(1) 主な内容 

    牡鹿クリーンセンターの名称を「牡鹿一般廃棄物処理場」に変更するもの。 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市廃棄物処理施設条例の一部改正について提案 

（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

８ 石巻市診療所職員宿舎（北上宿舎）の用途廃止について（北上総合支所、保健福祉部） 

 石巻市診療所職員宿舎（北上宿舎）は、相川診療所の医師住宅として平成１５年度にへき地診療所施

設整備費補助金を活用し建設された。平成２０年３月に相川診療所の医師が退職し、相川診療所は橋浦

診療所に統廃合されたことにより、橋浦診療所の医師住宅として管理してきた。 

平成２３年３月に発生した東日本大震災により、医師住宅の隣地に相川仮設住宅団地が整備されてか

らは、仮設住宅団地の集会所として平成３０年６月まで一時的に活用していた。 

その後、橋浦診療所に勤務する医師による今後の利用も考えられたことから、引き続き医師住宅とし

て管理してきたところであるが、これまでの利用はない。 

医師住宅として利用していない現状を踏まえ、石巻市診療所職員宿舎（北上宿舎）を廃止するもの。 
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(1) 主な内容 

    廃止する施設の概要 

ア 名  称  石巻市診療所職員宿舎（北上宿舎） 

イ 所 在 地  石巻市北上町十三浜字崎山４１番地２ 

ウ 設置年月  平成１６年４月 

エ 建物構造  木造平屋建て 

オ 敷地面積  ９１７．００㎡ 

カ 延床面積   ９４．８１㎡ 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年３月 石巻市診療所職員宿舎に関する規則の廃止（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

９ 公立保育所・こども園の食材料費の改定について（保健福祉部） 

 【後日公表】 

 

 

１０ 道路占用料、公共物使用料及び公園占用使用料の改定について（建設部） 

本市の道路、公共物及び公園に、民間企業等が電柱等の設置やガス管や上下水道管等の埋設を行う場

合に発生する占用料等については、市域内の国道に同様の電柱等が設置される場合に発生する道路占用

料と整合性を図るため、道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）に定められた国道の道路占用料に

準拠してその額を定めている。 

令和７年１２月２６日に道路法施行令の一部が改正され、令和８年４月１日から国道の道路占用料が

改定されることから、本市の道路、公共物及び公園の占用料等についても改定する必要が生じている。 

道路法施行令の一部改正による国道の道路占用料の改定に合わせ、本市の道路占用料、公共物使用料

及び公園占用使用料を改定するもの。 

 

(1) 主な内容 

    ア 道路占用料 

○石巻市道路占用料条例の改正 

・定額物件（電柱、ガス管、上下水道管等）の額の改定 

・定率物件（食事施設、購買施設等）の率の改定 

イ 公共物使用料 

○石巻市公共物管理条例の改正 

・定額物件（電柱、ガス管、上下水道管等）の額の改定 

ウ 公園占用使用料 

○石巻市都市公園条例の改正 

・定額物件（ガス管、上下水道管等）の額の改定 

※一部単価は電気通信事業法の単価を根拠としているため、その額については改定を行わない。 

 

(2) 今後の予定 
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     令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市道路占用料条例、石巻市公共物管理条例及び石巻市都

市公園条例の一部改正について提案（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

１１ 石巻市住吉学びサポートセンターの開設について（教育委員会） 

 本市では、心理的要因等により小学校及び中学校に登校できない児童生徒並びに学習に不安を抱える

児童生徒に対し、学習機会の確保と社会的自立に向けた支援を行うとともに、保護者や教職員を対象に、

学校生活への不安や心配がある児童生徒に関する相談及び支援を行うため、令和５年度に「石巻市学び

サポートセンター」を開設し、石巻市向陽町の施設を拠点として運営している。 

近年の児童生徒の支援ニーズの多様化や利用者の増加による受け入れ環境のひっ迫化を踏まえ、施設

の拡充が必要となっている。 

令和７年３月に閉園した旧住吉幼稚園施設を活用し、本市では２か所目となる、石巻市住吉学びサポ

ートセンターを開設するもの。 

 

(1) 主な内容 

    旧住吉幼稚園施設を活用し、既存施設に加え、新たに「石巻市住吉学びサポートセンター」を開設

する。 

また、既存施設の名称を「石巻市学びサポートセンター」から「石巻市向陽学びサポートセンター」

に改める。 

 

 

 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市学びサポートセンター条例の一部改正について提案 

（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

１２ 学校給食費の改定及び給食費負担軽減交付金（仮称）の活用について（教育委員会） 

 【後日公表】 

 

 

 

[報告事項] 

１ 不利益処分における聴聞通知の公示方法の見直しについて（総務部） 

本市では、行政手続法（平成５年法律第８８号）第４６条の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届

出に関する手続に共通する事項について、石巻市行政手続条例を定め、運用している。 

国は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律（令和５年法律第６３号。以下「デジタル改正法」という。）により行政手続法を改正し、

公示送達制度における書面掲示規制の見直しを行った。 

行政手続法の改正に伴い、本市においても不利益処分における聴聞通知の公示方法を見直すもの。 

施設名称 位置 

石巻市向陽学びサポートセンター 石巻市向陽町三丁目１３番７号 

石巻市住吉学びサポートセンター 石巻市南中里一丁目８番２５号 
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(1) 主な内容 

   不利益処分における聴聞通知の公示方法について、これまでの「行政庁の事務所の掲示場に掲示す

る方法」に加え、「インターネットによる公表する方法」及び「市の事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示した事項を閲覧できる状態に置く方法」を新たに追加するもの。 

 

(2) 今後の予定 

令和８年２月 市議会第１回定例会に石巻市行政手続条例の一部改正について提案（施行予定年月

日：令和８年５月２１日） 

    ３月 関係規則等の一部改正（施行予定年月日：令和８年５月２１日） 

 

 

２ 第４期石巻市中心市街地活性化基本計画掲載事業の一部変更について（産業部） 

 本市では現在、令和７年３月に内閣総理大臣の認定を受けた第４期中心市街地活性化基本計画（計画

期間：令和７年４月～令和１２年３月）に基づき、街なかの魅力を活かしさまざまなチャレンジが生ま

れることで、中心市街地における更なる活性化を目指している。 

 本計画掲載事業の進捗状況等に合わせて記載内容を変更することにより、市民に対する正確な情報発

信を図る。 

 

(1) 主な内容 

    以下の内容について記載を変更するもの。なお、計画の基本的事項（計画期間、コンセプト、基本

方針、目標指標等）に関する変更は行わない。 

ア 事業実施期間の変更 

 事業名 変更点 

１ 文化財ガイドボード等整備事業 

【事業実施時期の変更】 

令和７年度→令和７年度～令和８年度 

【支援措置実施時期の変更】 

令和７年度→令和７年度～令和８年度 

イ 関連する会議等の開催情報の更新 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月 内閣総理大臣変更認定申請 

３月 内閣総理大臣変更認定 

 

 

３ 林野火災注意報発令に伴う森林等における火入れ規制の条件の見直しについて（産業部） 

 総務省消防庁は、令和７年２月に大船渡市で発生した大規模な林野火災を踏まえ、各自治体が策定す

る火災予防条例のガイドラインとなる、火災予防条例（例）（昭和３６年１１月２２日付け自消甲予発第

７３号）の一部を改正し、林野火災の予防を目的に市町村長等が新たに林野火災注意報を発することが

できる規定を追加した。 

 火災予防条例（例）の改正を踏まえ、石巻地区広域行政事務組合消防本部は、令和７年１２月に石巻

地区広域行政事務組合火災予防条例を改正し、令和８年１月１日から、石巻地区での林野火災注意報の



- 9 - 

 

運用を開始している。 

 石巻地区広域行政事務組合火災予防条例の改正を踏まえ、本市の林野火災注意報発令時の森林等にお

ける火入れの規制の取扱いの見直しを行うもの。 

 

(1) 主な内容 

    石巻市森林等における火入れの規制に関する条例を改正し、森林法に規定する森林及び森林の周囲

１キロメートルの範囲内の土地における火入れ（土地の利用上の目的をもってその土地の上にある立

木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却すること）の規制に関して、「火入れを行ってはならない条件」

及び「火入れ中に速やかに消火しなければならない条件」に「林野火災注意報が発令された場合」を

加えるもの。 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年２月  市議会第１回定例会に石巻市森林等における火入れの規制に関する条例の一部改

正について提案（施行予定年月日：令和８年４月１日） 

 

 

４ 石巻市立高等学校の入学者選抜手数料及び入学金の徴収方法の見直しについて（教育委員会） 

 宮城県では、令和８年度入試から、公立高等学校入学者選抜の出願手続きにウェブ出願システムを導

入することとしている。令和７年３月に県立学校条例、令和７年９月に県立学校条例施行規則が改正さ

れ、入学者選抜手数料及び入学金の徴収についても同システムを使用し、指定納付受託者に納付を委託

する方法（クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済のいずれか）により行うこととされた。 

石巻市立高等学校の入学者選抜手数料及び入学金は、「石巻市立学校の授業料等徴収条例施行規則」に

基づき、納入通知書による方法で徴収を行っていることから、徴収方法の見直しを行う必要が生じた。 

宮城県の条例等の改正に合わせ、石巻市立高等学校の入学者選抜手数料及び入学金の徴収方法を見直

したもの。 

 

(1) 主な内容 

    石巻市立高等学校の入学者選抜手数料及び入学金の徴収方法について、納入通知書による方法に加

え、指定納付受託者に納付を委託する方法（クレジットカード決済、コンビニ決済払い、ペイジー決

済のいずれか）を追加した。 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月 令和８年石巻市教育委員会第１回定例会に報告 

２月 令和８年度宮城県公立高等学校入学者選抜ウェブ出願受付開始 

 

 

５ 物価高対応子育て応援手当支給事業の実施について（保健福祉部） 

 物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世

帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、国は、令和７年１１月に

閣議決定した「「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（以

下「経済対策」という。）において、０歳から高校３年生までのこども達に１人当たり２万円を支給する
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物価高対応子育て応援手当を創設した。 

その後、令和７年１２月に令和７年度補正予算が成立し、こども家庭庁から全ての自治体に対し、物

価高対応子育て応援手当の支給に関する通知が発出された。 

物価高の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、物価高対応子育て応援手当を支給する

もの。 

 

(1) 主な内容 

    子育て世帯等への支援として、物価高対応子育て応援手当を支給する。 

ア 支給対象者 

平成１９年４月２日から令和８年４月１日までに生まれた児童を養育している者 

イ 申請方法及び支給時期 

 対象者 申請の要否 支給時期 

① 

平成１９年４月２日以降から基準日

（令和７年９月３０日）までに生まれ

た児童を養育している者 

※令和７年１０月支給（９月分）の児

童手当の支給を受けている者及び令

和７年９月に生まれた児童を養育し

ている者 

公 務 員

以外 
申請不要 令和８年２月下旬 

② 公務員 

所属官公庁からの証明

書を添付の上、居住市

区町村に申請が必要 

令和８年３月から

順次支給 

③ 

基準日（令和７年９月３０日）の翌日

から令和８年４月１日までに生まれた

児童を養育している者 

※国の支給要件は令和８年３月３１日

までに出生した児童となっている

が、教育機関等で同学年となる４月

１日生まれの児童についても対象と

する（本市独自支援）。 

申請必要 
令和８年３月から

順次支給 

ウ 支給見込世帯数  １０，４７６世帯（児童１６，５００人） 

[内訳] ①児童手当受給 １４，５０３人 

                        ②公務員     １，７２８人 

                     ③出生児童      ２６９人 

エ 給 付 金 額  児童１人当たり一律２万円 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月 市議会第１回臨時会に関係補正予算案について提案 

          石巻市物価高対応子育て応援手当支給事業実施要綱の制定 

（施行予定年月日：令和８年１月２８日） 

                市ホームページ等により周知 

 

 

６ 低所得ひとり親世帯生活費支援事業の実施について（保健福祉部） 

 令和７年１２月、地域における緊急的な支援をひとり親家庭等に対して行うことが盛り込まれた「「強

い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（以下「経済対策」と

いう。）に係る国の補正予算が成立し、全国の自治体に「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」が

追加配分された。 
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宮城県では、同交付金を活用し、低所得ひとり親世帯を対象とした支援事業を実施する県内市町村（仙

台市除く。）に対し、事業費の補助を行うこととした。 

宮城県の補助金を活用し、物価高の影響を受けている低所得ひとり親世帯等に対する生活費支援事業

を実施するもの。 

 

(1) 主な内容 

    低所得ひとり親世帯等への支援として、「低所得ひとり親世帯生活費支援給付金」を支給する。 

ア 支給対象 石巻市から令和８年１月期に児童扶養手当が支払われた世帯 

           （石巻市から転出した場合を除く） 

イ 支給見込世帯数 １，１５０世帯 

ウ 給付金額 １世帯当たり一律１万円 

エ 給付時期 令和８年３月 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月 市議会第１回臨時会に関係補正予算案について提案 

石巻市低所得ひとり親世帯生活費支援事業実施要綱の制定 

（施行予定年月日：令和８年１月２８日） 

３月 市ホームページにより周知するほか、対象者へ通知する。 

 

 

７ 物価高騰への対応に伴う医療機関等支援事業の実施について（保健福祉部、病院局） 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化し、国民生活等に大きな影響を及ぼしている中、「「強

い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（以下「経済対策」と

いう。）に係る国の補正予算が成立し、全国の自治体に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加

配分された。 

 同交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内医療機関等を支援

するもの。 

 

(1) 主な内容 

    ア 交付対象者 

申請日時点において、市内に所在する保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション（指定

訪問看護事業者に限る。）又は助産所、施術所及び歯科技工所を運営する事業者。 

※地方公共団体が直接運営を行う診療所は除く。 

 

イ 支援金の額 

施設区分 支援金額 

病院 １５千円／床 

診療所（有床） ３００千円 

診療所（無床） １００千円 

訪問看護、助産所 ５０千円 

薬局 ５０千円 

施術所 ５０千円 

歯科技工所 ５０千円 
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ウ 交付回数 

１事業者につき１回限り。 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年 １月  市議会第１回臨時会に関係補正予算案について提案（民間分） 

            石巻市医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱の制定 

                  （施行予定年月日：令和８年２月１日） 

 ２月  事業開始（周知、申請受付） 

              市議会第１回定例会に関係補正予算案について提案（市立分） 

 

 

８ 物価高騰への対応に伴う低所得者世帯支援事業（給付金支給）の実施について（保健福祉部） 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化し、国民生活等に大きな影響を及ぼしている中、「「強

い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（以下「経済対策」と

いう。）に係る国の補正予算が成立し、全国の自治体に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加

配分された。 

 同交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている低所得世帯を支援するもの。 

 

(1) 主な内容 

     

 

 

 

    ※基準日：令和７年１２月１日  

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月   令和７年度非課税世帯等価格高騰緊急支援給付金事務実施要綱の制定 

            （施行予定年月日：令和８年２月１６日） 

              市議会第１回臨時会に関係補正予算案について提案 

         ２月上旬 コールセンター設置、ホームページ等による周知、生活保護世帯に支給のお知

らせ送付 

２月中旬 生活保護世帯へ支給（振込） 

２月下旬 支給のお知らせ（プッシュ）及び支給要件確認書を該当世帯に発送 

３月中旬 支給のお知らせ対象世帯に支給 

         ３月下旬～支給要件確認書対象世帯への支給開始 

         ４月末  支給完了 

 

 

９ 物価高騰への対応に伴う保育施設食材料費支援事業の実施について（保健福祉部） 

 【後日公表】 

支給対象者 想定対象数 支給金額 支給方法 

基準日時点で石巻市に住民登録

のある住民税非課税世帯等 
２２，０００世帯 

１世帯当たり 

１５，０００円 

原則、口座振込に

より支給 
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１０ 物価高騰への対応に伴う石巻市地域商品券事業の実施について（産業部） 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化し、国民生活等に大きな影響を及ぼしている中、「「強

い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（以下「経済対策」と

いう。）に係る国の補正予算が成立し、全国の自治体に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加

配分された。 

 同交付金を活用して石巻市地域商品券事業を実施し、食料品の物価高騰等の影響を受けている生活者

及び事業者を支援するもの。 

 

(1) 主な内容 

    【石巻市地域商品券事業】 

    食料品の物価高騰等の影響を受けた生活者及び事業者の双方を支援し、消費拡大を通じた地域経

済の活性化を図るため、割増地域商品券を販売する。 

・対象  

     全世帯(世帯主） 

・販売方法 

全世帯宛に引換券 1通を送付し、世帯主は引換券を郵便局に持参し、割増商品券を購入 

・支給額  

１冊額面１０，０００円の商品券（１，０００円×（共通券４枚＋地元券６枚））を４，０００

円で販売 

     １世帯あたり２冊まで販売 

     加盟店登録された店舗で利用可能 

 

     発行冊数：１２０，０００冊（１，２００，０００枚） 

     総額：１，２００，０００千円（割増分７２０，０００千円） 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月   市議会第１回臨時会に関係補正予算案について提案 

２月～  石巻市地域商品券事業実施要綱の制定 

              市ホームページ等により周知 

         ６月～  地域商品券販売開始 

 

 

１１ 物価高騰への対応に伴う事業者等支援事業の実施について（産業部） 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化し、国民生活等に大きな影響を及ぼしている中、「「強

い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（以下「経済対策」と

いう。）に係る国の補正予算が成立し、全国の自治体に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が追加

配分された。 

 同交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている事業者等を支援するも

の。 
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(1) 主な内容 

    ア 信用保証料支援事業 

     物価高騰の影響を受けている事業者等の軽減を図るため、石巻市中小企業融資制度を活用して

金融機関から融資を受けた事業者等が、信用保証協会に支払う信用保証料を補助する。 

 

イ 道路運送事業者等支援事業 

燃油価格高騰の影響を受けている道路運送事業者等（トラック運送、貸切バス、乗合バス（高

速バス）、タクシー（介護タクシー含む）、自動車運転代行業、海上タクシー、観光船等）に対し、

台数（隻数）に応じて支援金を支給する。 

 

ウ 清酒生産支援事業 

清酒原料米の価格高騰が市内の清酒製造業者に及ぼす影響を緩和し、宮城県産米を使用した高

品質酒造りの生産基盤の維持・強化を図るため、清酒製造業者が購入した令和７年産の県産原料

米の数量に応じて、その経費の一部を補助する。 

 

エ 燃油高騰対策事業（漁業者対象分） 

燃油高騰による影響を受けている漁業者で、漁業経営セーフティーネット構築事業に加入して

おり、給油実績を報告し補填が認められた漁船及び陸上設備等の燃料費（Ａ重油、灯油）の一部

を補助する。 

    

オ 燃油高騰対策事業（園芸農家対象分） 

      原油価格高騰の影響を受けている施設園芸農家の負担軽減を図るため、加温施設等に使用する

燃油購入費の一部を補助する。 

 

カ 配合飼料高騰対策事業 

      原油価格・物価高騰等の影響を受けている畜産農家の負担軽減を図るため、配合飼料購入費の

一部を補助する。 

       

※各事業の詳細は別紙のとおり。 

 

(2) 今後の予定 

     令和８年１月   市議会第１回臨時会に関係補正予算案について提案 

２月～  各事業の補助金交付要綱の制定 

              市ホームページ等により周知 

              各補助金交付申請受付開始 

              各補助金交付開始 

 

 

１２ 物価高騰への対応に伴う学校給食費支援事業の実施について（教育委員会） 

 【後日公表】 
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【その他】 

 ・石巻市新市施行２０周年記念事業「高橋洋子ｍｅｅｔｓクリヤ・マコト」の開催に係 

る御礼ついて（市長、教育委員会） 

 ・令和８年石巻市議会第１回臨時会の開催について（総務部） 

 ・選挙協力について（総務部） 

 ・原子力防災訓練の実施について（危機管理部） 

 

 

以上 


